
�愛媛県告示第７２４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の

規定により、次のとおり宇和島地区広域事務組合の規約の変

更を許可した。

平成１８年５月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

組合の共同処理事務に、一般廃棄物中間処理施設整備計

画策定に関する事務を追加するため、所要の変更を行う。

２ 規約変更年月日

平成１８年４月２７日

３ 規約変更許可年月日

平成１８年４月２７日

�������
�愛媛県告示第７２５号
国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条の３第２項に

規定する平成１８年度の事業計画及び調査成果のシステム化の

実施のための同年度における事業計画を次のとおり定めた。

平成１８年５月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第７２６号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により

公告する。

平成１８年５月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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調査を行う
者 の 名 称 調 査 地 域 調 査 期 間 摘 要

松 山 市

西石井地区
居相地区
東石井地区
北井門地区
越智地区
北土居地区

平成１９年３月３１日まで
〃
〃
〃
〃
〃

地籍調査
〃
〃
〃
〃（概況調査）
〃（概況調査）

宇 和 島 市

本九島の一部
百之浦の一部
蛤の一部
岩松の一部
岩松の一部

平成１９年３月３１日まで
〃
〃
〃
〃

地籍調査
〃
〃
〃

数値情報化

八 幡 浜 市 日土町の一部
日土町の一部

平成１９年３月３１日まで
〃

地籍調査
数値情報化

新 居 浜 市
大野、竹ヶ市の
一部
横道の一部
坂ノ下の一部

平成１９年３月３１日まで
〃
〃

地籍調査
〃
〃

西 条 市

下島山の一部
飯岡の一部
飯岡、下島山の
一部
船屋の一部

平成１９年３月３１日まで
〃
〃
〃

地籍調査
〃
〃
〃

大 洲 市

喜多山の一部
新谷の一部
長浜町沖浦の一
部
河辺町横山の一
部
河辺町川崎の一
部
河辺町川上の一
部

平成１９年３月３１日まで
〃
〃

〃

〃

〃

地籍調査
〃
〃

数値情報化

〃

〃

四国中央市

三島宮川の一部
三島中央の一部
川之江町の一部
新宮町新瀬川の
一部
新宮町新瀬川の
一部
土居の一部
上野、畑野の一
部
土居の一部

平成１９年３月３１日まで
〃
〃
〃

〃
〃
〃
〃

地籍調査
〃
〃
〃

数値情報化
地籍調査
〃

数値情報化

東 温 市

山之内の一部
河之内の一部
松瀬川の一部
山之内の一部
河之内、則之内
の一部

平成１９年３月３１日まで
〃
〃
〃
〃

地籍調査
〃
〃

数値情報化
〃

松 前 町 大溝の一部
横田の一部

平成１９年３月３１日まで
〃

地籍調査
〃

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 数根尾地区 平成１８年３月１８日

毎週（火・金）曜日発行 第１７５９号 平成１８年５月１２日

平成１８年５月１２日金曜日 第１７５９号

愛 媛 県 報

４０１



�愛媛県告示第７２７号
次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森

林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する

同法第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１８年５月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

八幡浜市保内町宮内７番耕地４２の１から７番耕地４２の

１５まで、７番耕地４４の１から７番耕地４４の３まで、７番

耕地１２２の１、７番耕地１２２の２、７番耕地１２３の１、

７番耕地１２３の２、７番耕地１７５の１から７番耕地１７５

の８まで、７番耕地１８１の１から７番耕地１８１の１１まで

、８番耕地２５９の１、８番耕地２６４の１、８番耕地２６４

の３、８番耕地２６４の４、８番耕地２６５の２、８番耕地

２６６、８番耕地２６８の１、８番耕地２８７の１、８番耕地

２８７の２、８番耕地２８９の１、８番耕地３１６の１、８番

耕地３１７の１、８番耕地３１７の２、８番耕地３１８の１、

８番耕地３１８の６、８番耕地３１９の１から８番耕地３１９

の１１まで、８番耕地３２７の１から８番耕地３２７の４まで

、８番耕地３２８の１、８番耕地３２８の２、８番耕地３３２

の１から８番耕地３３２の４まで

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は択伐による。

保内町宮内７番耕地１２２の１、７番耕地１２２の２

、７番耕地１２３の１、７番耕地１２３の２、８番耕地

２５９の１、８番耕地２６４の１、８番耕地２６４の３、

８番耕地２６４の４、８番耕地２６５の２、８番耕地２

６６、８番耕地２６８の１、８番耕地２８７の１、８番耕

地２８７の２、８番耕地２８９の１

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

八幡浜市保内町宮内７番耕地４２の１から７番耕地４２の

１５まで、７番耕地４４の１から７番耕地４４の３まで、７番

耕地１２２の１、７番耕地１２２の２、７番耕地１２３の１、

７番耕地１２３の２、７番耕地１７５の１から７番耕地１７５

の８まで、７番耕地１８１の１から７番耕地１８１の１１まで

、８番耕地２５９の１、８番耕地２６４の１、８番耕地２６４

の３、８番耕地２６４の４、８番耕地２６５の２、８番耕地

２６６、８番耕地２６８の１、８番耕地２８７の１、８番耕地

２８７の２、８番耕地２８９の１、８番耕地３１６の１、８番

耕地３１７の１、８番耕地３１７の２、８番耕地３１８の１、

８番耕地３１８の６、８番耕地３１９の１から８番耕地３１９

の１１まで、８番耕地３２７の１から８番耕地３２７の４まで

、８番耕地３２８の１、８番耕地３２８の２、８番耕地３３２

の１から８番耕地３３２の４まで

� 保安林として指定された目的

公衆の保健

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は択伐による。

保内町宮内７番耕地１２２の１、７番耕地１２２の２

、７番耕地１２３の１、７番耕地１２３の２、８番耕地

２５９の１、８番耕地２６４の１、８番耕地２６４の３、

８番耕地２６４の４、８番耕地２６５の２、８番耕地２

６６、８番耕地２６８の１、８番耕地２８７の１、８番耕

地２８７の２、８番耕地２８９の１

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及

び八幡浜市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第７２８号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１１条第１項の規定に基

づき、共同漁業の免許の内容たるべき事項等を次のように定

める。

平成１８年５月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 免許番号、免許の内容たるべき事項及び地元地区

� ア 免許番号 燧共第１７４号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁業種類 漁業の名称 漁業時期

第１種共同
漁業

あおさ漁業 １月１日から
１２月３１日まで

〃 ばかがい漁業 〃

〃 あさり漁業 〃

〃 まてがい漁業 〃

〃 はまぐり漁業 〃

〃 おおのがい漁業 〃

〃 つめたがい漁業 〃

〃 たいらぎ漁業 〃

〃 みるくい漁業 〃

愛 媛 県 報平成１８年５月１２日 第１７５９号
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〃 たこ漁業 〃

〃 えむし漁業 〃

〃 なまこ漁業 ６月１日から
翌３月３１日まで

� 漁場の位置 新居浜市地先

� 漁場の区域

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大

高潮時海岸線とによって囲まれた区域。ただし

、別記記載の区域を除く。

基点Ａ 新居浜市垣生６丁目と同市八幡２丁

目との最大高潮時海岸線における境界

Ｂ 新居浜市と西条市との境界の標識

点ア Ａから越智郡上島町弓削島東端見通

し１，５００メートルの点

イ Ｂから今治市宮窪町梶島東端見通し

３，０００メートルの点

別記

ア 昭和３６年３月１３日付け及び同月２０日付け

で住友化学工業株式会社と新居浜漁協ほか

４組合が締結した契約書記載の漁業補償区

域（新居浜製造所西面地先、菊本製造所東

面地先及び新居浜港防波堤内）

イ 仏崎埋立免許区域

ウ 昭和３８年４月２７日付けで住友共同電力株

式会社と新居浜漁協ほか４組合が締結した

契約書記載の漁業補償区域（住友共同電力

株式会社及び住友金属鉱山株式会社埋立関

係区域）

エ 昭和４５年１１月３０日付けで愛媛県と新居浜

漁協ほか４組合が締結した「東予港東港地

区における港湾整備事業及び土地造成事業

の実施に伴う漁業の損失補償に関する契約

」記載の補償区域

オ 昭和４７年７月２６日付けで住友化学工業株

式会社と新居浜漁協ほか４組合が締結した

契約書記載の漁業補償区域（住友化学工業

株式会社菊本工場東北面地先）

カ 昭和５７年７月２６日付けで住友金属鉱山株

式会社と新居浜漁協ほか４組合が締結した

契約書記載の漁業補償区域（新居浜市磯浦

地先海面（愛媛県磯浦地区土地造成事業埋

立「ほ号」と同地先の住友共同電力株式会

社西火力発電所埋立「と号」との間））

キ 昭和５９年５月２９日付けで住友化学工業株

式会社と新居浜漁協ほか４組合が締結した

「漁業権消滅補償契約書」記載の漁業補償

区域

ク 平成３年６月２７日付けで住友金属鉱山株

式会社と新居浜漁協ほか４組合が締結した

契約書記載の補償区域及び平成４年２月１４

日付けで住友化学工業株式会社と新居浜漁

協ほか４組合が締結した契約書記載の補償

区域

ケ 平成９年１２月２０日付けで住友金属鉱山株

式会社と新居浜漁協ほか４組合が締結した

契約書記載の補償区域

コ 平成１０年９月７日付けで住友化学工業株

式会社と新居浜漁協ほか４組合が締結した

契約書記載の補償区域

サ 平成１３年９月１４日付けで新居浜港務局と

新居浜漁協が締結した漁業補償契約書記載

の区域

アＡ、アイ、ウエ、エオ、オカ、カキ及

びキクの８直線と陸岸とによって囲まれた

区域

基点Ａ 住友化学工業株式会社愛媛工場菊本

町２丁目８１７－７の護岸西北端

Ｂ 新居浜市下水処理場菊本町２丁目１５

－１の護岸東北端

点ア Ａから３３６度１０２メートルの点

イ 住友化学工業株式会社愛媛工場菊本

町２丁目８１３－４東北綱取りドルフィ

ン突端

ウ Ａから３０４度５１３メートルの点

エ Ａから３０８度５３５メートルの点

オ Ａから３１８度４２４メートルの点

カ Ｂから３４９度４１６メートルの点

キ Ｂから１１１度１４１メートルの点

ク Ｂから南へ護岸延長線上１００メート

ルの点

シ 平成１８年２月２０日付けで住友化学株式会

社と新居浜漁協ほか３漁協が締結した契約

書記載の補償区域

Ａから５０度の線とＢから３１１度の線との

間の最大高潮時海岸線から１００メートル以

内の区域及びＣから３０９度の線とＤから３

０９度の線との間の最大高潮時海岸線から３３

メートル以内の区域

基点Ａ 新居浜市御代島東端防波堤内側の根

Ｂ Ａから西側の護岸沿い８００メートル

の点

Ｃ 住友化学株式会社菊本町２丁目８１７

－７の護岸西北端

Ｄ 住友化学株式会社菊本町２丁目８１７

－７の護岸東北端

ウ 関係地区 新居浜市新居浜地区

� ア 免許番号 燧共第１７５号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁業種類 漁業の名称 漁業時期

第４種共同
漁業

すずき、ぼら寄
魚漁業

１月１日から
１２月３１日まで

愛 媛 県 報平成１８年５月１２日 第１７５９号
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� 漁場の位置

� 漁場の区域

基点Ａから５０度の線とＢから２７０度の線との

間の最大高潮時海岸線から３００メートル以内の

区域。ただし、別記記載の区域を除く。

基点Ａ 新居浜市御代島東端防波堤内側の根

Ｂ 西端島西端より南護岸沿い３００メー

トルの点

別記

ア 昭和３６年３月１３日付け及び同月２０日付け

で住友化学工業株式会社と新居浜漁協ほか

４組合が締結した契約書記載の漁業補償区

域（住友化学工業株式会社新居浜製造所西

面地先）

イ 平成１８年２月２０日付けで住友化学株式会

社と新居浜漁協ほか３漁協が締結した契約

書記載の補償区域

Ａから５０度の線とＢから３１１度の線との

間の最大高潮時海岸線から１００メートル以

内の区域

基点Ａ 新居浜市御代島東端防波堤内側の根

Ｂ Ａから西側の護岸沿い８００メートル

の点

ウ 関係地区 新居浜市新居浜地区

� ア 免許番号 燧共第１７６号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁業種類 漁業の名称 漁業時期

第２種共同
漁業

雑魚小型定置漁
業

１月１日から
１２月３１日まで

〃 雑魚建網漁業 〃

〃 雑魚建干網漁業 〃

〃 雑魚張切網漁業 〃

� 漁場の位置 新居浜市及び西条市地先

� 漁場の区域

Ａア、アイ、イウ、ウエ及びエＨの５直線と

ＡＨ間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた

区域。ただし、ＤＥを結んだ直線及びＦＧを結

んだ直線以南の区域及び別記記載の区域を除く

。

基点Ａ 新居浜市垣生６丁目と同市八幡２丁

目との最大高潮時海岸線における境界

Ｂ 新居浜市御代島ビワ崎鼻

Ｃ 新居浜市と西条市との境界の標識

Ｄ 西条市古川加茂川右岸標識１号

Ｅ 西条市禎瑞加茂川左岸表層波根標識

２号

Ｆ 西条市禎瑞八幡中山川右岸標識３号

Ｇ 西条市氷見甲中山川左岸標識４号

Ｈ 西条市氷見戊と西条市今在家との最

大高潮時海岸線における境界

点ア Ａから越智郡上島町弓削島東端見通

し１，５００メートルの点

イ Ｂから今治市宮窪町美濃島東端見通

し１，０００メートルの点

ウ Ｃから今治市宮窪町梶島東端見通し

３，０００メートルの点

エ Ｈから今治市宮窪町梶島中央見通し

１，８００メートルの点

別記

ア 昭和３６年３月１３日付け及び同月２０日付け

で住友化学工業株式会社と新居浜漁協ほか

４組合が締結した契約書記載の漁業補償区

域（新居浜製造所西面地先、菊本製造所東

面地先及び新居浜港防波堤内）

イ 仏崎埋立免許区域

ウ 昭和３８年４月２７日付けで住友共同電力株

式会社と新居浜漁協ほか４組合が締結した

契約書記載の漁業補償区域（住友共同電力

株式会社及び住友金属鉱山株式会社埋立関

係区域）

エ 昭和４５年１１月３０日付けで愛媛県と新居浜

漁協ほか４組合が締結した「東予港東港地

区における港湾整備事業及び土地造成事業

の実施に伴う漁業の損失補償に関する契約

」記載の補償区域

アイ、イウ、ウエ、エオ、オカ、カキ、

キク、クケ、ケコ及びコアの１０直線に囲ま

れた区域

基点Ａ 新居浜市磯浦地先岩鍋川河口右岸端

Ｂ Ａから西へ３５４度２０メートルの点

Ｃ Ａから東へ護岸線上１２０メートルの

点

点ア Ｂから３５４度２０メートルの点

イ Ｂから３５４度７３０メートルの点

ウ Ｂから２２度８３５メートルの点

エ Ｂから４度２，３８５メートルの点

オ Ａから３５５度２，３２５メートルの点

カ Ａから３５９度１，０９５メートルの点

キ Ｃから１９度８３０メートルの点

ク Ｃから２８度６３５メートルの点

ケ Ｃから３５４度５２０メートルの点

コ Ｃから３５４度２０メートルの点

オ 昭和４７年７月２６日付けで住友化学工業株

式会社と新居浜漁協ほか４組合が締結した

契約書記載の漁業補償区域（住友化学工業

株式会社菊本工場東北面地先）

カ 昭和５７年７月２６日付けで住友金属鉱山株

式会社と新居浜漁協ほか４組合が締結した

契約書記載の漁業補償区域（新居浜市磯浦

地先海面（愛媛県磯浦地区土地造成事業埋

立「ほ号」と同地先の住友共同電力株式会
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社西火力発電所埋立「と号」との間））

キ 昭和５９年５月２９日付けで住友化学工業株

式会社と新居浜漁協ほか４組合が締結した

「漁業権消滅補償契約書」記載の区域

Ｉオ及びオＪの２直線以内の区域

基点Ｉ 住友化学工業株式会社愛媛工場西浜

第二工区埋立地西側護岸南端

Ｊ 新居浜市惣開町乙３１番２２号（住友重

機械工業株式会社新居浜製造所所有地

）

点オ 基点Ａから西側護岸延長線上１２５メ

ートルの点

ク 昭和４９年１２月３０日付けで西条市と西条漁

協ほか４組合が締結した「漁業補償契約書

」記載の補償区域及び昭和５９年６月２日付

けで西条市と新居浜漁協ほか４組合が締結

した「漁業権消滅補償契約書」記載の区域

Ｋカ、カキ、キク、クケ、ケコ、コサ、

サシ、シス、スセ、セソ、ソタ、タチ及び

チＬの１３直線以内の区域

基点Ｋ 西条市船屋住友金属鉱山埋立地護岸

東端

Ｌ 西条市西条港西防波堤突端

点カ Ｋから３４９度５０メートルの点

キ カから２５９度２，２４８メートルの点

ク キから３４９度５５０メートルの点

ケ クから３０８度１５分３７６メートルの点

コ ケから３５１度１５分１，２９２メートルの

点

サ コから２５３度２００メートルの点

シ サから１７１度１，２７２メートルの点

ス シから２０８度４５分２６０メートルの点

セ スから２５３度３０分２，５００メートルの

点

ソ セから３３３度３０分２３８メートルの点

タ ソから２４４度２００メートルの点

チ タから１５４度６５２メートルの点

ケ 平成３年６月２７日付けで住友金属鉱山株

式会社と新居浜漁協ほか４組合が締結した

契約書記載の補償区域（新居浜市磯浦町乙

６０９－１３北面地先）

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線とオ

カ、カキ、キク、クケ、ケコ及びコオの６

直線によって囲まれた区域並びにサシを結

ぶ直線上のサからシへ７．８３メートルの点と

サを結ぶ線分を一辺とし、サシを結ぶ直線

に垂直でサより北側へ７．８メートル延長し

た線分を一辺とする長方形に囲まれた区域

基点Ａ 新居浜市磯浦地先岩鍋川河口右岸端

Ｂ Ａから西へ護岸線上５９０メートルの

点

Ｃ Ａから東へ護岸線上１２０メートルの

点

Ｄ Ａから東へ護岸線上６００メートルの

点

点ア Ｂから１４度７７５メートルの点

イ Ｂから４度３０分１，０５０メートルの点

ウ Ｂから１４度３０分１，１００メートルの点

エ Ｂから２２度８３５メートルの点

オ Ｃから３度９４０メートルの点

カ Ｄから７度８４５メートルの点

キ Ｄから１３度６００メートルの点

ク Ｄから３５９度５２８メートルの点

ケ Ｃから２８度６３５メートルの点

コ Ｃから１９度８３０メートルの点

サ Ｂから４度２，３８５メートルの点

シ Ａから３５５度２，３２５メートルの点

コ 平成４年２月１４日付けで住友化学工業株

式会社と新居浜漁協ほか４組合が締結した

契約書記載の補償区域（新居浜市菊本町１

丁目８１３－４及び同町２丁目８１７－９地先

海面）

Ａア、アＢ、ＢＣ及びＤＥの４直線と陸

岸とに囲まれた区域で桟橋（６，６００�）を
除いた区域

基点Ａ 住友化学工業株式会社愛媛工場新居

浜市菊本町２丁目８１７－９の護岸西北

端

Ｂ 住友化学工業株式会社愛媛工場新居

浜市菊本町１丁目８１３－４の東北綱と

りドルフィン突端

Ｃ 住友化学工業株式会社愛媛工場新居

浜市菊本町１丁目８１３－４の護岸東北

端

Ｄ Ｃから南へ護岸延長線上３７６メート

ルの点

Ｅ Ａから南へ護岸延長線上１９６メート

ルの点

点ア Ａから３３６度１０２メートルの点

サ 平成９年１２月２０日付けで住友金属鉱山株

式会社と新居浜漁協ほか４組合が締結した

契約書記載の補償区域（新居浜市磯浦町乙

３６６－２０北西海面）

アイ、イウ、ウエ、エオ及びオアの５直

線に囲まれた区域

基点Ａ 住友共同電力株式会社と号埋立地護

岸北西角

Ｂ 住友共同電力株式会社と号埋立地護

岸北角

点ア Ａを基準とし、Ｂより内角１３５度２８

．３メートルの点

イ Ａを基準とし、Ｂより内角１７５度１

３２．３メートルの点

ウ Ａを基準とし、Ｂより内角６４度５０分

２５８メートルの点

エ Ａを基準とし、Ｂより内角６４度３０分

愛 媛 県 報平成１８年５月１２日 第１７５９号

４０５



１７１．４メートルの点

オ Ｂを基準とし、Ａより内角２５２度１０

分２１メートルの点

シ 平成１０年９月７日付けで住友化学工業株

式会社と新居浜漁協ほか４組合が締結した

契約書記載の補償区域（新居浜市惣開町５

番１号の地先及び同市惣開町５番２号の地

先に囲まれた区域）

Ａア、アイ、イウ及びウＢの４直線と陸

岸とに囲まれた区域

基点Ａ 住友化学工業株式会社愛媛工場新居

浜市惣開町５番１号の護岸西南端

Ｂ Ａから護岸沿いに北へ２１０メートル

の標識

点ア 住友重機械工業株式会社愛媛製造所

新居浜市惣開町５番２号の護岸北西端

から護岸の延長線上２１０メートルの点

イ アから２１６度３０分１４６メートルの点

ウ Ｂから２１８度１４８メートルの点

ス 平成１３年９月１４日付けで新居浜港務局と

新居浜漁協が締結した漁業補償契約書記載

の区域

アＡ、アイ、ウエ、エオ、オカ、カキ及

びキクの８直線と陸岸とによって囲まれた

区域

基点Ａ 住友化学工業株式会社愛媛工場菊本

町２丁目８１７－７の護岸西北端

Ｂ 新居浜市下水処理場菊本町２丁目１５

－１の護岸東北端

点ア Ａから３３６度１０２メートルの点

イ 住友化学工業株式会社愛媛工場菊本

町２丁目８１３－４東北綱取りドルフィ

ン突端

ウ Ａから３０４度５１３メートルの点

エ Ａから３０８度５３５メートルの点

オ Ａから３１８度４２４メートルの点

カ Ｂから３４９度４１６メートルの点

キ Ｂから１１１度１４１メートルの点

ク Ｂから南へ護岸延長線上１００メート

ルの点

セ 平成１８年２月２０日付けで住友化学株式会

社と新居浜漁協ほか３漁協が締結した契約

書記載の補償区域

Ａから５０度の線とＢから３１１度の線との

間の最大高潮時海岸線から１００メートル以

内の区域及びＣから３０９度の線とＤから３

０９度の線との間の最大高潮時海岸線から３３

メートル以内の区域

基点Ａ 新居浜市御代島東端防波堤内側の根

Ｂ Ａから西側の護岸沿い８００メートル

の点

Ｃ 住友化学株式会社菊本町２丁目８１７

－７の護岸西北端

Ｄ 住友化学株式会社菊本町２丁目８１７

－７の護岸東北端

ウ 関係地区 新居浜市新居浜地区及び西条市

２ 免許予定日

平成１８年８月１日

３ 申請期間

平成１８年５月１２日から平成１８年７月１０日まで

４ 存続期間

平成１８年８月１日から平成２６年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第７２９号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条

第２項（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。

）の規定に基づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき

網漁業の許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のように

定める。

平成１８年５月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１８年５月１２日から５月２６日まで

�������
�愛媛県告示第７３０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２０条第１項の規定によ

り、道路と他の工作物との兼用工作物の管理の方法について

、次のとおり協議が成立した。

その関係図書は、愛媛県庁及び松山地方局建設部に備え置

いて縦覧に供する。

平成１８年５月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の種類及び路線名

一般県道美川松山線

２ 他の工作物の名称

一般県道美川松山線と伊予鉄道横河原線とが相互に効用

を兼ねる施設

３ 兼用工作物の位置

松山市南梅本町甲５９－２地先から水泥町７３９地先まで

４ 兼用工作物の管理を行う者の氏名及び住所

鉄道管理者 伊予鉄道株式会社 代表取締役社長 佐伯

要

住所 愛媛県松山市上市１丁目３－２５

道路管理者 愛媛県知事 加戸 守行

住所 愛媛県松山市御宝町１１９番１

５ 管理の内容

� 兼用工作物に係る維持、修繕は、専ら鉄道専用施設に

係るものは鉄道管理者が、その他のものについては道路

管理者が行うものとする。

� 兼用工作物とする施設の新設または改築は、主として

鉄道管理上必要を生じたものについては鉄道管理者が、

その他のものについては道路管理者が行い、その都度そ

れぞれ必要な書類を添えて協議するものとする。

６ 管理の期間

平成１８年５月１２日から道路の使用を廃止する日又は鉄道
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の使用を廃止する日まで

�愛媛県告示第７３１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年５月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７３２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年５月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７３３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年５月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７３４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年５月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４４０号
上浮穴郡久万高原町西谷字古味５６４５番２から

同町西谷字横野５６６８番２まで

旧 １１．０～５７．０
４．４～４３．８

０．２３０
０．３５５

新 １１．０～５７．０ ０．２３０

〃 〃
上浮穴郡久万高原町西谷字横野５６９３番２から

同字５７０２番２まで

旧 １３．０～２０．０
４．６～７．４

０．０８２
０．０９０

新 １３．０～２０．０ ０．０８２

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 野村柳谷線
上浮穴郡久万高原町柳井川字本村３１６０番から

同町柳井川字落出７７３番まで

旧 ４．５～１４．１ ２．８９３

新 １１．５～９８．０ ２．９７５

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 美川松山線
上浮穴郡久万高原町有枝１２５番から

同町有枝１４４番まで

旧 ５．８～１３．０ ０．１００

新 １４．３～３６．８ ０．０９３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 美川松山線
上浮穴郡久万高原町有枝１２５番から

同町有枝１４４番まで
平成１８年５月１２日
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監 査 公 表

�������
�愛媛県告示第７３７号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１８年５月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

伊予郡松前町大字筒井字吉藤４５３番２

２ 申請人の住所氏名

松山市東石井六丁目３番１１

株式会社 松井建設

代表取締役 松井 光太郎

３ 図面省略

�������
�愛媛県告示第７３８号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１８年５月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

北宇和郡鬼北町大字奈良３８４３番１、３８４３番１０、３８４４番６

、３８４６番５、３８４６番５地先県道及び３８４６番５地先水路

２ 申請人の住所氏名

北宇和郡鬼北町大字近永１１５３番地

坂本商事 代表者 坂本 守

３ 図面省略

�������
�愛媛県告示第７３９号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１８年５月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

伊予市下吾川字北西原１８０５番２

２ 申請人の住所氏名

伊予市下吾川２０４５番地１

株式会社 マミーハウス 代表取締役 相中 ふじ子

３ 図面省略

�公表第１６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第６項の規定

により行った監査の結果に対して、愛媛県公安委員会委員長

から措置を講じた旨の通知があったので、同法第１９９条第１２

項の規定により、次のとおり公表する。

平成１８年５月１２日

愛媛県監査委員 吉 久 宏

同 壺 内 紘 光

同 玉 井 実 雄

同 竹 田 祥 一

�愛媛県告示第７３５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年５月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７３６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年５月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 野村柳谷線
上浮穴郡久万高原町西谷字横野５６６８番２から

同町西谷字古味５６４５番２まで

旧 ４．４～４３．８ ０．３５５

新 １１．０～５７．０ ０．２３０

〃 〃
上浮穴郡久万高原町西谷字横野５７０２番２から

同字５６９３番２まで

旧 ４．６～７．４ ０．０９０

新 １３．０～２０．０ ０．０８２

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宿毛城辺線
南宇和郡愛南町脇本８０２番６から

同町脇本７５０番２まで

旧 ９．３～５０．０
６．０～１９０．０

０．１６４
０．１６９

新 ９．３～５０．０ ０．１６４
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監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

警 察 本 部 及 び 全 警 察 署 平成１６年１０月７日から
平成１７年２月２８日まで

（監査の結果）

１ 大洲警察署における捜査報償費の執行において、偽領収書５３件

（計１２７，７２９円）を用いて公文書を作成し、これを行使したこと

は、違法又は不当な行為に該当するものであり、偽領収書を用い

て執行した内容が捜査報償費として執行されたものであることに

ついて確実な証拠の提示もなかったことから、当該執行額をもっ

て愛媛県が被った損害額と判断する。

監査対象外ではあるものの、内部調査結果報告書で明らかにさ

れた偽領収書が用いられたとする平成１４年度及び１５年度分（計１３

件、２４，７３７円）についても、１３年度分と同様に考えるものである

。

２ 執行の事実に疑義があるもの（１３事案、３５件、１３７，８４２円）に

ついては、証拠書類に記載されたとおり、適正に交付したとする

確実な証拠の提示がない限り、適正な支出であったとは認められ

ないものであり、県警察においては、直ちに徹底した調査を行い

、その結果を、県民に対し可能な限り公表する必要がある。

３ 疑義事案に係る調査において、執行の違法性又は不当性が明ら

かとなった場合は、謝礼金も含め捜査報償費の執行の全てを対象

として、直ちに徹底した調査を行い、その結果を、県民に対し可

能な限り公表する必要がある。

４ 会計上の取扱いに留意を要するものとして、証拠書類として領

収書が添付されないまま執行されている事案が散見された。これ

は、会計処理上、明らかに不備であるから、領収書等の徴取につ

いて再度徹底されたい。

また、情報提供者及び捜査協力者（以下「協力者等」という。

）について、仮名を用いて記載したとするものや何ら記載されて

いないものの外、単に協力者とのみ記載されたものが多数認めら

れたが、適当でない。何らかの理由により協力者等の氏名を秘匿

する必要がある場合でも、管理方法の工夫と徹底の仕方次第で対

処可能と考えられるので、改善を要するものと判断する。

平成１３年度に導入された捜査諸雑費制度を捜査員に徹底するた

め、捜査員を指導したとしているが、捜査員からの聴き取り調査

において、１３年度当時、どれほど徹底されていたのか疑問を抱か

ずにはおれず、今もって十分承知していないのではないかと思わ

れる捜査員も見受けられたので、今後、会計上の取扱いについて

、なお一層の徹底を図られたい。

５ 捜査員からの聴き取り調査において、多くの捜査員から、自ら

が捜査に要した電話代や協力者等との接触費の一部を、執行手続

の煩雑さから自腹を切っているとの説明を受けた。捜査上、真に

必要な経費は、最小限度において執行すべきものであるのは当然

のことであるから、執行する立場の捜査員の声を聴き、捜査諸雑

費の不足時の追加支給や一般捜査費の支給に関する手続きに関し

て、適切な改善を図る必要があるものと考える。

６ 県警察においては、直ちに、平成１３年度に限らず、捜査報償費

の執行全般について調査に着手し、県民に対する説明責任を果た

して、一日も早く警察本来の使命に立ち返り、犯罪の予防、捜査

その他公共の安全と秩序の維持等のために、全警察職員が一丸と

なって、全力でまい進されることを切望するものである。

なお、県警察を管理する公安委員会においては、県民の信頼回

復に向けて、強い指導力を発揮されることを期待する。

（措置の内容）

１ 県警察における調査等について

� 大洲警察署の偽領収書を用いて執行した捜査報償費について

は、執行者に対する聴き取り、関係書類の確認などの調査を行

った結果、いずれも捜査報償費として執行し得る使途に執行さ

れていたことが認められた。しかしながら、特別監査において

、執行内容についての説明に対して、監査委員の心証が得られ

ず、愛媛県の損害額と判断されたため、平成１７年３月１４日、偽

領収書を用いて執行した平成１３～１５年度分、６６件、１５２，４６６円

に利息２５，５４９円を加えた１７８，０１５円を県に返還した。

� 執行の事実に疑義があるとされた１３事案３５件についての調査

において、５事案１４件については、捜査報償費として本来執行

し得ない使途に執行されており、不適正な予算執行と認められ

た。また、５事案８件については、捜査報償費として本来執行

し得る使途に執行しているが、執行実態と異なる内容を記した

証拠書類が作成されていたことが認められた。

そのため、平成１７年６月３０日付けで警察本部長を長とする「愛

媛県予算執行調査委員会」を設置し、平成１３年度の捜査報償費の

執行についての調査を行い、引き続き平成１０～１２年度及び平成１４

～１６年度に係る捜査報償費の執行について、所要の調査を実施し

た。なお、調査方法及び結果についての詳細は、平成１７年１２月９

日付け及び平成１８年２月２４日付け調査結果報告書で公表したとお

りである。

２ 調査結果の総括

平成１０～１６年度における捜査報償費の執行は、総執行件数は７９

，５０４件、執行総額は３２２，６６３，８０８円であったが、これらのうち、

４１件（総執行件数の約０．０５％）、１１４，０１４円（執行総額の約０．０４

％）については、捜査報償費として本来執行し得ない使途に執行

されており、また、８４８件（総執行件数の約１．０７％）、１，８９９，４

４４円（執行総額の約０．５９％）については、捜査報償費として本来

執行し得る使途に執行されているとの心証は得られたものの、執

行手続上の問題が認められるものであり、問題が認められる執行

の総件数、総額は、それぞれ８８９件（総執行件数の約１．１２％）、

２，０１３，４５８円（執行総額の約０．６２％）であった。

県警察として、この種の執行が相当数判明した事実を重く受け

止め、返還日までの利息を加えた、２，３６０，８４４円を平成１８年３月

３日までに県に返還した。

３ 捜査報償費の適正な運用のための改善方策について

今般の調査において、捜査報償費執行の適正を図る上で指導・

教養の徹底による意識改革及び監査の充実が極めて重要であるこ

とが再認識されたことから、以下のとおり、各施策、改善策を検

討・実施することにより、捜査報償費執行の適正に万全を期する

こととした。

� 指導・教養の徹底

� 執行者に対する指導・教養

平成１６年６月から、県警察学校における各種任用科（刑事

任用科等）、専科教養（警備実務専科等）において、適正会

計経理に係る講義を必須科目として採り入れ、新たに捜査報

償費を執行する部門に配属される捜査員等に対する教養を徹

底することとした。また、初任科等の基礎的な教養において

も捜査報償費等会計経理に係るカリキュラムを導入・充実す

る等により、警察部内における捜査報償費経理に係る意識改

革の定着を図っている。

� 指導教養体制の充実

平成１６年１１月に、捜査報償費執行各所属における指導・教

養を部門単位で効果的に推進するため、刑事・生活安全・交

通・警備の各部門において、本部内各所属の捜査幹部（警部

又は警視）を「捜査費等指導担当官」に指定するなどにより

、捜査報償費に係る指導・教養体制の充実を図っている。

� 指導・教養係の新設等

平成１８年４月に、本部会計課に警察官２人体制の「指導・

教養係」を新設し、捜査報償費の執行等会計経理に関する指

導・教養体制を充実するとともに、同係と第一線の執行者を
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人事委員会公告

�愛媛県人事委員会公告第３号
平成１８年度愛媛県職員採用候補者（上級）試験公告

平成１８年５月１２日

愛媛県人事委員会

松山市一番町四丁目４番地２愛媛県庁内 〒７９０－８５７０
�
�
�
�
��

電話（０８９）９１２－２８２６

�
�
�
�
��愛媛県ホームページ http : //www.pref.ehime.jp/

平成１８年度愛媛県職員採用候補者（上級）試験を次のとおり行います。

１ 受付期間

� 申込書を持参又は郵送する場合

平成１８年５月１５日（月）から６月２日（金）までの執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５

分まで）受け付けます。

なお、郵送の場合は、同日までの消印のあるものに限り、受け付けます。

� インターネットを利用して申し込む場合

平成１８年５月１６日（火）から５月２５日（木）までに届いたものに限り、受け付けます。

２ 試験区分、採用予定人員及び職務内容

試験は、次の試験区分ごとに行いますが、このうち希望するいずれか一つについて受験の申込みができます。

ホットラインで結ぶ「会計経理相談窓口」を設け、現場にお

ける捜査報償費執行ニーズを十分に把握しながら、適正かつ

効果的な捜査報償費の執行を図ることとした。

	 「捜査費アドバイザー」の指定

平成１８年４月に、本部次長（副隊長）及び副署長を、それ

ぞれ本部内各所属及び各警察署に対する「捜査費アドバイザ

ー」に指定し、本部会計課に新設する指導・教養係との連携

により、各所属の執行者に対する個別教養や、個々の捜査報

償費執行に係るきめ細かな指導を実施させることとした。


 教養資料の充実

取扱者等（警察本部の課長、隊長並びに警察署長等）を対

象とする従来からの「捜査費経理の手引き」に加えて、執行

者を対象とする「捜査員のための捜査費経理の手引き」を作

成・配布するとともに、平成１７年１０月に、新たに作成した「

捜査費Ｑ＆Ａ」をすべての執行者に配布し、捜査報償費の執

行者や幹部等が捜査報償費の適正運用のために必要な知識を

自ら涵養できるようにした。

� 県警察における監査の充実

� 監査体制の強化

平成１６年９月、一般職員のみの５人体制であった本部会計

監査室の体制を、捜査経験を有する警察官２人（警部１人、

警部補１人）を増員配置し７人体制とすることにより、本部

会計課における監査体制の強化を図った。

また、同月、各部の庶務担当課次長等（警視）６人を会計

課監査管理官事務取扱とすることにより、会計監査結果に基

づく捜査報償費等執行上の改善事項を各部門を通じて効果的

に徹底できるようにした。

� 定期監査の充実

平成１８年度から、本部会計課による各所属に対する定期監

査において、警務部長による所属長級職員に対する聴き取り

や監査室管理官による執行者への聴き取りの実施等により、

執行者や幹部等に対する聴き取りの充実を図るとともに、監

査手法として、物品購入事実の確認等を目的とする店舗調査

を採り入れるなど、定期監査の充実・強化を図ることとした

。

また、本部会計課による各所属に対する監査につき、平成

１７年６月から公安委員による視察を実施するとともに、同年

１０月からは、本部会計課による抜き打ちでの臨時監査を開始

しており、今後も、これらの施策を継続的に実施することに

より、内部監査の更なる充実を図ることとした。

 諸雑費の配分方法の見直し等

平成１８年度からは、月ごとの各所属に対する諸雑費配分額を

、執行保留分を上乗せした金額とし、中間交付者（捜査諸雑費

執行の現場責任者で本部課長補佐・署課長）に上記保留分を予

備交付するとともに、中間交付者による個々の執行の事後確認

を徹底させることにより、中間交付者が、各執行者の執行実態

を踏まえ、捜査に資するために必要な諸雑費を適正且つ機動的

に追加交付できるようにした。

� 領収書徴取の徹底について

協力者等からの領収書徴取の徹底等については、公金である

捜査報償費のより適正な執行を確保する観点から、原則として

、最終的な支出先の領収書を添付することとしてきたが、平成

１６年度からは、協力者等に対する謝礼については、本人名義に

よる領収書に限りこれを徴取し、協力者等の保護や今後の捜査

活動に与える支障等により、領収書を徴取できない場合は、別

途、捜査報償費の支払い事実を証明するための書類を作成する

こととした。

また、当該書類には、原則として、協力者等の氏名を記載す

ることとしているが、協力者等の生命又は身体に危険が及ぶこ

とや協力者等の社会的地位又は生活基盤が失われることなどを

防ぐため、その情報を厳重に管理しなければならないなど真に

やむを得ない場合に限り、当該協力者等の氏名について、単に

「協力者等」と記入してもよいこととした。

ただし、いずれの場合も、所属長等の捜査幹部において、協

力者等を適正に管理することとし、捜査報償費を執行した捜査

員に対し、支払いの事実を確認することとしている。

今後とも、監査委員による監査においては、特段の支障がな

い限り、全ての内容を提示することとし、捜査上の支障から特

に秘匿を要する場合には個別に検討することとしている。
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試 験 区 分 採用予定人員 職 務 内 容

行 政 事 務 １３人程度
知事の事務部局、公営企業管理者の事務部局等の本庁又は地方機関に勤務し、一般行政事務に従事しま

す。

学 校 事 務 ２人程度 県立学校又は市町立小学校若しくは中学校に勤務し、学校事務に従事します。

警 察 事 務 １人程度 警察本部又は警察署に勤務し、警察事務に従事します。

児 童 自 立
支 援 専 門 員

１人程度
知事の事務部局の本庁又は児童自立支援施設等の地方機関に勤務し、児童が健全な社会生活を営むため

の自立支援や学習指導等の業務に従事します。

児 童 指 導 員 ３人程度
知事の事務部局の本庁又は肢体不自由児施設等の地方機関に勤務し、入所児等の生活指導の業務に従事

します。

総 合 土 木 ３人程度
知事の事務部局又は公営企業管理者の事務部局の本庁又は地方機関に勤務し、道路、河川、砂防、港湾

、都市計画、土地改良、農村環境基盤整備等に関する計画、設計、施工管理等の業務に従事します。

機械（警察） １人程度 警察本部又は警察署に勤務し、警察施設の機械設備の設計・施工・維持管理等の業務に従事します。

鑑識（心理） １人程度 警察本部又は警察署に勤務し、心理学に関する鑑識業務に従事します。

薬 剤 師 ３人程度
知事の事務部局又は公営企業管理者の事務部局の本庁又は地方機関に勤務し、薬事・医薬品製造・食品

衛生等に関する指導、医薬品の調剤・製剤、衛生・環境に関する試験研究等の業務に従事します。

心 理 判 定 員 ２人程度
知事の事務部局の本庁又は児童相談所等の地方機関に勤務し、児童、保護者等や障害者に対するカウン

セリング、心理療法その他の相談、指導の業務に従事します。

３ 受験資格

� 昭和５２年４月２日から昭和６０年４月１日までに生まれた者（昭和６０年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法（昭和

２２年法律第２６号）に基づく大学（短期大学を除く。）又はこれと同等と人事委員会が認めるもの（以下「大学等」という

。）を卒業した者及び平成１９年３月末日までに大学等を卒業する見込みの者を含む。）

� 日本の国籍を有する者

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

� 児童自立支援専門員、児童指導員、薬剤師及び心理判定員については、次に該当する者

試 験 区 分 受 験 資 格

児 童 自 立
支 援 専 門 員

児童自立支援専門員の資格を有する者又は平成１９年３月末日までにこの資格を取得する見込みの者

児 童 指 導 員 児童指導員の資格を有する者又は平成１９年３月末日までにこの資格を取得する見込みの者

薬 剤 師 薬剤師の免許を有する者又は平成１９年５月末日までにこの免許を取得する見込みの者

心 理 判 定 員
学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）において、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒

業した者（平成１９年３月末日までに卒業する見込みの者を含む。）又はこれに準ずる資格を有すると人事委員会が認める者

４ 試験の方法等

� 試験は、第１次試験及び第２次試験とし、次のとおり行います。

なお、第２次試験は、第１次試験に合格した者に対して行います。

区分 試験・検査種目 配点 試 験 の 内 容

第
１
次
試
験

教 養 試 験 ５０点 公務員として必要な一般的知識及び知能について、大学卒業程度の筆記試験を行います。（択一式５０題、解答
時間２時間３０分）

専 門 試 験 ４０点
各試験区分に応じて必要な専門的知識及び技能について、大学卒業程度の筆記試験を行います。（択一式４０題
、解答時間２時間）
なお、試験の出題分野は、おおむね別表のとおりです。

第
２

口 述 試 験 ２９０点 人物について総合的に評定するため、個別面接及び集団討論を行います。

作 文 試 験 ５０点 公務員として必要な識見、思考力、表現力等について、作文試験を行います。（課題２題、解答時間１時間３０
分）
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次
試
験

適 性 検 査 － 職務遂行に必要な適性について、検査を行います。

身 体 検 査 － 職務遂行に必要な健康度について、所定の身体検査書の提出により検査を行います。

� 最終合格者は、第１次試験の得点と第２次試験の得点を合計した総合得点の高い順に決定します。

� 第１次試験、第２次試験の各試験、検査種目のうち、一定の基準に満たない種目がある場合には、総合得点にかかわら

ず不合格となります。

� 教養及び専門試験の例題と前年度に出題した集団討論及び作文試験の課題を、愛媛県のホームページに掲載しています

。また、愛媛県人事委員会事務局等において閲覧することもできます。

５ 試験の日時、場所及び合格発表

区 分 日 時 試 験 区 分 場 所 合 格 発 表

第 １ 次 試 験

平成１８年６月２５日

（日曜日）

午前９時から

午後３時まで
�
�
�
�

午前 教養試験��
�
�午後 専門試験

行 政 事 務 松山東高等学校

（松山市持田町二丁目２番１２号）

平成１８年７月中旬に愛媛県

庁前掲示板に掲示するほか、

合格した者に通知します。

学 校 事 務

警 察 事 務

松山南高等学校

（松山市末広町１１番地１）

児 童 自 立
支 援 専 門 員

児 童 指 導 員

総 合 土 木

機械（警察）

鑑識（心理）

薬 剤 師

心 理 判 定 員

第 ２ 次 試 験 第１次試験に合格した者に通知します。

平成１８年８月下旬に愛媛県

庁前掲示板に掲示するほか、

合格した者に通知します。

６ 合格から採用まで

	 この試験の最終合格者は、愛媛県職員採用候補者として、試験区分ごとに作成する採用候補者名簿に記載されます。

この名簿は、原則として、平成１９年４月以降の採用に対するもので、その有効期間は、この名簿に記載された日（合格

通知書に記載）から１年間です。

� 採用は、前記採用候補者名簿に記載された者のうちから任命権者（知事、公営企業管理者、教育委員会、警察本部長等

）がそれぞれ選考を行い、決定します。したがって、採用候補者名簿に記載された者がすべて採用されるとは限りません

。

� 児童自立支援専門員、児童指導員、薬剤師及び心理判定員については、所定の時期までに資格又は免許を取得しなかっ

た場合は、採用されません。

７ 給与

初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、次のとおり支給され、

このほか該当者に対しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。

試 験 区 分 現 行 給 料 月 額

行政事務、学校事務、警察事務、児童自立支援専門員、児
童指導員、総合土木、機械（警察）、心理判定員

行政職給料表１級２５号給 １７０，２００円

鑑識（心理） 研究職給料表１級２５号給 １７４，８００円

薬剤師 医療職給料表
２級１号給 １７６，１００円

ただし、平成１８年度は、知事等及び職員の給与の特例に関する条例（平成１８年愛媛県条例第６号）第４条第１項の規定に

基づき、前記給料月額の３．５％が減額されています。

８ 受験手続
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申込用紙の入手
方法

愛媛県人事委員会事務局、愛媛県地方局総務県民部総務調整課（西条、今治、松山、八幡浜及び宇和島）、愛媛県東京
事務所（東京都千代田区平河町二丁目６番３号都道府県会館内 電話（０３）５２１２－９０７１）、愛媛県大阪事務所（大阪市西
区江戸堀一丁目９番１号肥後橋センタービル内 電話（０６）６４４１－２８２９）等で交付します。
なお、郵便により請求する場合は、必ず封筒の表に「上級請求」と朱書し、９０円切手（１部につき）をはった、あて先

明記の返信用封筒を同封してください。
また、愛媛県のホームページの電子行政サービス（申請書等電子配布サービス）から申込書等を印刷してとりだすこと

もできます。

申込方法及び受
験票の交付

申込書及び受験票（申込みのときは、写真は、はらないこと。）には、必要な事項を記入して愛媛県人事委員会事務局
へ提出してください。申込書の受付と同時に受験票を交付します。受付を終わった受験票には、最近６箇月以内に撮影し
た写真（上半身、脱帽、正面向き、縦６センチメートル、横４．５センチメートル）をはって試験当日持参してください。
なお、郵便により申し込む場合は、封筒の表に「上級申込み」と朱書し、受験票の表に必ずあて先を明記して５０円切手
をはったうえで、配達記録郵便又は簡易書留郵便により愛媛県人事委員会事務局へ送付してください。
受験票が６月１９日（月）までに手元に届かない場合は、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。
また、インターネット利用による申込方法等については、愛媛県のホームページの電子申請システムで確認してくださ

い。

受験手続その他
の問い合わせ先

愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

９ 試験結果の開示

この採用試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２７条第１項の規定に基づき、

次のとおり口頭により開示を請求することができます。

開示を希望する場合は、受験者本人が、本人であることを確認できる書類（学生証又は身分証明書、運転免許証、旅券、

合格通知書等）を持参のうえ、執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分（合格発表当日のみ、午後１時）から午

後５時１５分まで）に人事委員会事務局へ直接おいでください。

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。

区 分 開示請求できる人 開 示 内 容 開 示 期 間 開 示 場 所

第１次試験 第１次試験不合格者 試験種目別得点、合計得点及び順位 合格発表の日から１月間

愛媛県人事委員会事務局

第２次試験 第２次試験受験者
第１次試験の試験種目別得点、合計得点及
び順位並びに第２次試験の試験種目別得点
、総合得点及び総合順位

合格発表の日から１月間

別表（４関係）

専 門 試 験 の 出 題 分 野

試 験 区 分 出 題 分 野

行 政 事 務
学 校 事 務
警 察 事 務

政治学、行政学、憲法、行政法、民法、刑法、労働法、経済学、財政学、経営学、社会政策、国際関係

児 童 自 立
支 援 専 門 員
児 童 指 導 員

社会福祉概論（社会保障を含む。）、社会学概論、社会心理学、一般心理学、社会調査

総 合 土 木 数学、物理、応用力学、水理学、土質工学、測量、都市計画、土木計画、農業水利、土地改良、農業造構、材料・施工

機械（警察） 数学、物理、材料力学、流体力学、熱力学、電気工学、機械力学、機械設計、機械材料、機械工作

鑑識（心理）
心 理 判 定 員 一般心理学（心理学史、発達心理学、社会心理学を含む。）、教育心理学、応用心理学、社会調査、統計学

薬 剤 師 物理化学、分析化学、無機化学、有機化学、生化学、薬剤学、衛生化学、生薬学、薬理学
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古紙配合率100％再生紙を使用しています 
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